
6月は就職差別解消促進月間です

後援： 特別賛同団体：就職差別撤廃東京実行委員会

なくそう就職差別、問われる企業と社会の人権感覚

事業主向け 求職者向け 事業主向け 求職者向け
職業安定法第5条の4の説明、採用選考時に配慮すべき
事項、不適正事案に対する対応などのポイントを掲載し
ています。
　	 東京都労働相談情報センター（6か所）
	 東京しごとセンター（2か所）

主な配布場所

公正な採用選考のポイントや不適切な採用選考の実態 
などを見開きで詳しく紹介しています。
　	 都内ハローワーク（17か所）主な配布場所

　東京都では、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよ
う事業主の皆様方に御協力と御努力をお願いしています。事業主の皆様方におかれましては、公正な採用選考の
考え方について御理解いただきまして、差別のない公正な採用選考の実施に向けて積極的な取組をお願いします。

　職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする
者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
　また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。

　労働者の募集を行う者は募集形態の如何（直接募集、文書募集、委託募集）を問わず、法及び指針を遵守して
行わなければいけません。
　採用選考時には、以下の事項について配慮するようお願いいたします。

　次の①～⑪を応募用紙（エントリーシートを含む）に記載させる、面接時において尋ねる、作文を課す
などによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
●本人に責任のない事項の把握
　① 「本籍・出生地」に関すること
　② 「家族」に関すること（職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など）
　③ 「住宅状況」に関すること（間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など）
　④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること
●本来自由であるべき事項（思想信条にかかわること）の把握
　⑤ 「宗教」に関すること ⑥ 「支持政党」に関すること
　⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること ⑧ 「尊敬する人物」に関すること
　⑨ 「思想」に関すること 
　⑩ 「労働組合（加入状況や活動歴など）」「学生運動など社会運動」に関すること
　⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
●採用選考の方法
　⑫ 「身元調査など」の実施
　⑬ 「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書（様式例）に基づかない事項を含んだ応募書類（社用紙）」の使用
　⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

第5条の4　公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並
びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（中略）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じ
て労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を
収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、
並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他
正当な事由がある場合は、この限りでない。
2　（略）

　原則として、次に掲げる個人情報を収集してはならない。
　①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
　②思想及び信条　③労働組合への加入状況

採用選考を行う企業の皆さまへ
公正な採用選考に向けて

職業安定法（抄） －求職者等の個人情報の取扱い－

労働大臣指針 （平成11年労働省告示第141号）より

「採用選考時に配慮すべき事項」～就職差別につながるおそれがある14事項～

●違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令を出される場合があります。
●改善命令に違反した場合は、罰則（6月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が科せられる場合もあります。

違反したときは

求職者等の個人情報の収集についての規定

公正採用選考特設サイト

LL310401 雇就 01

公正採用選考特設サイト

LL20401 就 02

　以下の①～⑪を応募用紙（エントリーシートを含む）に記載させる、面接時において尋ねる、作文を
課すなどによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

上記に該当するような不適切な書類の記入を求められたり、不適切な質問をされたりした場合は、
最寄りのハローワークに相談しましょう！

なお、大学生等の方は、東京新卒応援ハローワークに相談しましょう！

①「本籍・出生地」
②「家族」（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など）
③「住宅状況」（間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など）
④「生活環境・家庭環境など」に関すること

⑤「宗教」　⑥「支持政党」　⑦「人生観・生活信条など」
⑧「尊敬する人物」　⑨「思想」
⑩「労働組合（加入状況や活動歴など）」  
　「学生運動など社会運動」に関すること
⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

⑫「身元調査など」の実施
⑬「全国高等学校統一応募用紙・ＪＩＳ規格の履歴書（様式例）に
　基づかない事項を含んだ応募書類（社用紙）」の使用
⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康
　診断」の実施

就職活動中の皆さまへ
公正な採用選考に向けて

※「公正な採用選考」の基本は、①応募者に広く門戸を開くこと、②本人のもつ適性・能力以外のことを採用基準に
　しないこと

応募者の人権を尊重した「公正な採用選考」を行うことが企業には求められています。

本人に責任のない事項
の把握

本来自由であるべき事項
（思想信条にかかわること）
の把握

〔職業安定法第5条の4〕〔労働大臣指針 平成11年労働省告示第141号〕→詳細は裏面をご覧ください。

応募者の個人情報の収集については、法律及び指針において収集してはならない個人情報
が定められており、これらの個人情報を応募書類や面接等で尋ねることは、職業安定法第５
条の４に抵触する違法行為につながります。

＜問合せ先＞ 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課　03（5320）4649

東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基づく
公正な採用選考を推進しています。

採用選考の方法

兄弟は何人いるの？兄弟は何人いるの？ お父さんのお仕事は？お父さんのお仕事は？

愛読書は？愛読書は？ 尊敬する人物は？尊敬する人物は？

面接でこんなことを聞かれたことは
ありませんか？

面接でこんなことを聞かれたことは
ありませんか？

東京都産業労働局作成チラシ 厚生労働省作成リーフレット

チラシ・リーフレット・冊子を活用する  ※裏面のHPからもダウンロード可能です。

企業向け 差別のない公正な採用選考を推進するための手引書
　	 都内ハローワーク（17か所）
	 東京都労働相談情報センター（6か所）

主な配布場所

冊子『採用と人権 ～明るい職場を目指して～』

　就職は、生活の安定確保や労働を通じた社会参加な
ど、人間が幸せに生きていく上で基本となるもので
す。このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づ
き公正に行われなければなりません。
　しかしながら、面接時に本籍地や思想・信条等を聞
くなど、就職差別につながるおそれの強い事例が現在
もあります。

◆�月間の趣旨に賛同し、東京都の啓発活動に協力いただける都内企業・団体を「賛同団体」として
広く募集し、HP「TOKYOはたらくネット」に掲載しています。

　「賛同団体」一覧はこちら　
　https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/kouen-eiga/sandoudantai/

　東京都では６月を「就職差別解消促進月間」とし、
就職差別をなくし就職の機会均等を確保するため、
様々な啓発活動を展開していきます。
　就職差別など企業内における人権問題について、理
解を深めるために、東京都や国の各種媒体をぜひご活
用ください。
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東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
TEL：03-5320-4649

お問合せ先

（表紙は令和元年度版）

相談を活用する

TEL 03（3812）3727
毎週火曜日・金曜日 午後6時～午後10時　 
※	祝日、12月29日～1月3日を除く。

東京都性自認及び
性的指向に関する専門電話相談

TEL 03（6722）0124、03（6722）0125
毎週月曜日～金曜日 午前9時半～午後5時半
※	祝日、12月29日～1月3日を除く
※		弁護士が「面接」又は「電話」で相談に応じる「法律相談」
も実施しています（毎週火曜日）。

東京都人権プラザ一般相談

TEL 03（6240）6035
毎週火曜日・金曜日 午前9時～正午、午後1時～午後5時
※	祝日、12月29日～1月3日を除く。
※	必要に応じて、来所相談も受け付けます（要事前予約）。

同和問題に関する専門相談

大学生・専門学校生等の就職活動時・就職時に必要な労働法の基礎知識を
解説しています。
　	 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課主な配布場所

冊子『就活必携・労働法  知っておきたい法律と相談窓口』
大学生向け

高校生の就職時・アルバイト時に役立つ労働法のポイントを解説しています。

冊子『これだけは知っておきたい！ 働くときの知識』
高校生向け

ホームページを活用する

公正採用選考の基本や、東京都が作成している冊子・チラシのデータを掲載しています。
URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/

東京都産業労働局雇用就業部ホームページ
（TOKYOはたらくネット）「公正な採用選考に向けて」

新規学校卒業者の採用選考や公正採用選考人権啓発推進員制度などについて、 幅広く掲載しています。
URL  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/saiyou.html

東京労働局ホームページ「公正な採用選考を行うために」

公正採用選考に関するQ&Aや解説動画などをわかりやすく掲載しています。
URL https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/

厚生労働省ホームページ「公正な採用選考を目指して」

研修講師の出講を活用する

さまざまな人権に対する正しい理解と認識を深めるために 
企業等が実施する研修に対して、講師出講事業を行っています。

研修の内容
「基本的人権」「人権全般」「同和問題」「ハラスメントの防止」
「CSR（企業の社会的責任）と人権」「公正な採用選考」「接遇と
人権」「メンタルヘルスと人権」など。

問合せ先・連絡先
公益財団法人東京都人権啓発センター　
TEL：03-6722-0085　FAX：03-6722-0084

HP �https://www.tokyo-jinken.or.jp/　
Eメール �koshi_haken@tokyo-jinken.or.jp

公益財団法人東京都人権啓発センター
人権研修講師の出講事業


